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　５月24日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市会議員団を代表して味口としゆき議員が議案質
疑に登壇しました。

　本議案は、2020年２月に教
育委員会事務局総務課係長が
自死した件について、当該職
員の遺族が、神戸市に対して、
過重な勤務を認識しながら安
全配慮義務を実施せず放置し
たことを理由に訴えを提起
し、神戸地裁が５月16日に下

した損害賠償請求を神戸市が
不服として控訴するというも
のです。味口議員は「５月20日
の教育委員会・予備審査や判
決によって本市の主張に全く
道理がないことが鮮明になっ
た」と厳しく指摘し、控訴は
すべきでないと質しました。

質疑
項目

１．�教育委員会職員自死事案と
再発防止について　味口議員：第１の争点は、

業務が過重だったことによる
心理的負荷の有無だ。裁判で
の神戸市は「心理的負荷を与
えるようなものではない」と
主張しているが、神戸市が自
ら弁護士に委託した調査報告
書では「相当な負担を感じて
いた」「当該職員については
過重な労働」としている。調
査報告書の評価とはまったく
違う主張だ。
　高田事務局長：調査報告書
は過重労働や心身の負担の有
無を調査したものであり、安
全配慮義務違反の有無を調査
したものではない。調査報告
書では「過重な労働であった
と評価しうるが、その程度が
重大であったとまでは評価で
きない」とされている。
　味口議員：その報告書では
「心理的負荷はあった」とさ
れ、判決でも「強い精神的負
荷があった」としている。神
戸市は「調査報告書を真摯に
受け止める」としながら、裁
判では全く違う主張をしてい
る。
　２つ目の争点は、長時間勤
務の有無だ。裁判での神戸市
の主張は「勤務時間は減少傾
向にあった」「過重な業務で

はない」というものだ。しか
し、これも調査報告書では
「相当な負荷がかかってい
た」と認定している。心理的
負荷に加え、業務の過多、長
時間労働によって当該職員が
追い込まれていったことは認
めるべきだ。
　高田事務局長：当該職員の
超過勤務時間は法律の基準を
超えていない。また、職員負
担の軽減のために事務分担の
見直しや派遣職員の配置をお
こなった結果、客観的に見て
過重な業務とまでは認められ
ない。
　味口議員：客観的に見るた
めに調査報告書を依頼したの
ではないのか。さらに重大な
のは、裁判では時間外勤務で
申請した以上に「サービス残
業」もあるではないかと指摘
されている点だ。神戸市が主
張している「基準以内だった
から大丈夫だ」という認識は
成り立つ余地がない。教育長
はこの「相当な負荷がかかっ
ていた」という認定を認める
か。
　福本教育長：最終的にこの
ような不幸な結果になってい
るわけだから、一定の負荷が
あったのは間違いないことだ。
　味口議員：その立場に立つ

のであれば控訴はやめるべき
だ。
　争点の３つ目は、安全配慮
義務違反だ。神戸市は「声掛
けや専門医への受診を促すな
どの結果回避措置を十分に講
じている」と安全配慮義務違
反はなかったという立場だ。
調査報告書は「口頭で健康状
況を確認するのみで、特段の
対応をとらなかったことは不
当」と認定している。なぜ安
全配慮義務はなされていたと
言えるのか。
　高田事務局長：調査報告書
では、違法性は否定されてい
る。
　味口議員：裁判では違法だ
という判決で損害賠償請求さ
れている。強弁するのは無理
筋だ。
　福本教育長：安全配慮して
いなかったとの結果が出てい
るので、今後の教育委員会の
あり方も含めて判断を仰ぐべ
きかと思う。
　味口議員：判断はもう裁判
所が判決を出している。「メ
ールの返信や対応は全部この
亡くなられた職員に任せてい
たことが安全配慮義務違反

だ。体調が悪いのだから少な
くとも外すとか、やり取りは
責任のある人がやるべきだっ
た」という判決だ。認めるべ
きだ。
　高田事務局長：当該職員は
教育委員との連絡調整の窓口
として、自分一人で方針を決
めて返すということはない。
上司に相談し、判断を仰ぎ、
それをメールで送るという業
務を担っていた。
　味口議員：調査報告書でも
判決でも「この職員に任せき
りになっていたのが問題だ」
としている。顔色が悪いとわ
かるほどで、不調も訴えてい
るのだから、交代させるとか
具体的な手立てが取られなか
ったことが問題だと真摯に受
け止めるべきだ。調査報告書
では「当該職員が過重労働に
なった背景には、重大事案等
の発生で、事務局が極度に多
忙化するような体制があっ
た」と厳しく指摘されてい
る。職員削減を当然視する市
長の下で、こうした歪みが、
問題を問題とも認識できない
体制になっている。市長は責
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任を感じないのか。
　久元市長：人口が減少して
いくなかで職員を増やすこと
はできない。事務の効率化を
図り、仕事を減らし、職員の
数も削減していかないと自治
体の経営は成り立たない。
　味口議員：いくら人口減少
だと言っても、人が亡くなっ
ているのに職員削減を当然視

するのは本当に冷たい答弁
だ。調査報告書には「当該職
員は、真面目で責任感が強
く、正面から仕事に取り組
み、他人の気遣いも行き届い
たタイプとのことであった」
との記載があった。こうした
真面目な職員が、市長のすす
める職員削減路線のもとで、
長時間心理的負荷の強い働き

方を強いられ、それを異常と
も感じない職場のなかで、自
ら命を絶つ、こうしたことは
２度と起こしてほしくない
し、そのために、職員削減路
線をただちに中止すべきだ。
　今西副市長：人口減少が進
む我が国で、当然税収も厳し
くなるので、職員数を増加す
ることは大変難しい。

　味口議員：災害時も、こう
いった重大事案が起きた時も
「他の部署から回せばいい」
と言うが、未来ある係長が自
ら命を絶った。税収と人の命
とどちらが大事なのか。人口
減少を理由に教育の実態を見
ずに職員削減路線を当然視す
るやり方は絶対に認めるわけ
にはいかない。

　５月24日、日本共産党神戸
市会議員団の前田あきら議員
は、５月16日の神戸地裁にお
いて、2020年２月に自死した
教育委員会事務局職員に対
し、神戸市が安全配慮義務を
怠ったとして損賠賠償を命じ
る判決が言い渡されたことを

不服として控訴しようとする
議案について、反対討論をお
こないました。
　前田議員は「神戸市が当該
職員の過重な勤務を認識しな
がら、安全配慮義務を怠った
ことは明白であり、控訴する
ことは全く道理がなく、再発

防止に背を向けるもの」「当
該職員が過労自死に至った背
景には、脆弱な職員体制をつ
くってきた神戸市の責任」が
あることを指摘し、控訴は断

念し判決に基づいて賠償請求
するとともに、再発防止にむ
けた教職員体制の強化を求め
ました。

　５月24日、日本共産党神戸
市会議員団を代表して朝倉え
つ子議員が委員長報告に反対
し討論をおこないました。
2017年７月に当時21歳の派遣
職員が市役所旧３号館設備点
検をおこなっていた際に転落
し、下半身不随の障害を負っ
たことに対し、神戸市や設備

点検会社等に損害賠償を求め
る裁判を起こしました。当議
案は、５月10日に言い渡され
た神戸地裁の損害賠償を命じ
る判決を不服として、神戸市
が控訴しようとするものです。
　朝倉議員は「通常有すべき
安全性を欠いていた神戸市の
瑕疵（かし）は明白。判決文

は、庁舎点検業務を民間委託
し、作業員の安全配慮義務ま
で丸投げし、資格を有しない
日雇い派遣労働者に責任を押
し付けようとする神戸市の姿
勢を問題にしている。本判決

は民間委託によって公的責任
を曖昧にする神戸市の根本姿
勢を厳しく指摘している」と
述べ、控訴は断念し判決に基
づいて損害賠償をすべきと求
めました。

　５月27日の神戸市議会本会
議で、日本共産党神戸市会議
員団の大かわら鈴子議員が登
壇しました。大かわら議員
は、王子公園再整備のため地
区計画に基づいて条例改正を
しようとする議案をはじめ、
国民健康保険の都道府県化の

方針のもとで神戸市の独自控
除を廃止しようとする議案、
神戸市立和光園の指定管理化
に伴いケアハウスを廃止しよ
うとする議案、神戸空港の機
能強化に伴い駐機場を拡張す
る議案などについて反対討論
をおこないました。

＊�討論の全文は「日本共産党神戸市会議員団のホームページ」
またはそれぞれのＱＲコードからご覧いただけます。
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